
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆきわり会は福祉の道へ進む優しいあなたを応援します。 

 

お問合せ 

申し込み先 

詳細につきましては裏面をご覧ください。→ 

ささえてくれる人がいる。 

あたためてきた夢がある。 

 

 

 

対象者  

 

上限額 

240万円 

介護福祉士 社会福祉士 精神保健福祉士 

幼稚園教諭二種免許 保育士  及び 

の資格取得を目指す方へ 

 

社会福祉法人ゆきわり会

〒038-0003  青森県青森市石江二丁目８番地２ 

TEL 017-762-0870  FAX 017-762-0871  URL http://yukiwarisou.jp/ 

 

在学中の方 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集定員は？ 対象となる方は？ 
 

介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士の資格取得を目指し、資格取得が可能な大学・

短期大学及び専門学校等に在学中の方で、卒業後直ちにゆきわり会に正職員として勤務

する事を希望する方が対象となります。 

 

保育士及び幼稚園教諭二種免許の資格取得を目指し、資格取得が可能な大学・短期大学

及び専門学校等に在学中の方で、卒業後直ちにゆきわり会に正職員として勤務する事を

希望する方が対象となります。 

 

他の同種の奨学金（将来奨学金の貸与主体に奨学生が職員として勤務する意思があるこ

とを主たる条件とする奨学金制度）を受けていない方が対象となります。 

 

申請から決定までの流れは？ 
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返還支援金額はいくら？ 

20名 

5名 

修学に必要な奨学金を既に借り入れしている金額のうち、返

還支援上限金額以内でご本人様の希望金額を支援させて頂

きます。 
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240万円 

返 還 支 援 

上 限 金 額 

返還支援金は免除してくれるの？ 

返還支援金は返還するの？ 
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申し込みはいつまで？ 

資格が取れませんでした。返還しなきゃダメ？ 

資格取得後、本法人へ返還支援金額に応じた期間継続して勤

務した場合に限り返還支援金の返済を全額免除致します。勤

務期間につきましては、返還支援金総額を月々2 万 5 千円返

済するものとして計算して得た月数と致します。月数に端数が

生じた場合は、小数点以下を切り上げとなります。勤務期間の

計算につきましては以下のケースをご参照ください。 

※但し、特別な事情（疾病、災害、産前産後休暇、育児・介護休暇等）に

より勤務できなかった期間は、勤務期間に算入致しません。 

ケースⅠ）  240万円の貸与を受けた場合の勤務期間 

240万円÷(2万 5千円×12ヶ月)＝ 8年 

8年間の勤務で全額免除となります。 

ケースⅡ）  100万円の貸与を受けた場合の勤務期間 

100万円÷(2万 5千円×12ヶ月)＝3.33333・・・・ 

小数点以下を切り上げて、 3年 4ヶ月 

3年 4ヶ月の勤務で全額免除となります。 

随時受け付けております。 

資格取得の意思と本法人への就職の意思がある方のみ本法人

へ勤務後 3年間は返還の猶予が可能です。 

他にもご不明な点や分からない事がございましたらご連絡ください。ホームページでも随時質問を受け付けております。 

本法人へ一定期間勤務した場合に全額免除となりますが、以

下の要件に該当した場合は原則一括返還となります。 

※無利息です。 

以下の書類をそろえて申し込み先へ郵送にてお申し込みくだ

さい。 

➀ 貸与申請書（第 1号様式） 

② 在学中に資格を取得し、学校卒業後直ちに本法人へ正職員

として勤務する意思を記載した書面（就職意思表明書） 

③ 在学証明書 

④ 卒業見込書       

⑤ 学校等における学業成績表 

⑥ 健康診断書 

⑦ 奨学金の貸与を受けていることを証明する書類（奨学生証

の写し、貸与決定通知書の写し、貸与を受けた金額等が確

認できる書類の写し） 

※➀②は電話にてお取り寄せいただくかホームページからもお取りできます。 

本法人以外から奨学金の貸与を受けている方が対象となります。 
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➀ 契約を解除された場合 

② 学校を卒業した年度に資格を取得できず本法人に勤務し、

勤務後 3年以内に資格を取得できなかった場合 

③ 本法人に就職しなかった場合 

④ 本法人に就職したが貸与金額に応じた期間を満たさず退

職又は業務継続が不可能となった場合。 

※④の場合、残余金額の返還となります。 


